
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年９月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ラミネートダイカッター

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　専用プリンターで印字されたテープ状の粘着ラベルの表面を、透明な保護粘着フ
ィルムで保護し、規定の形でカットし、ロール状に巻き取る装置である。

○構造、仕様、意匠
　粘着ラベルの表面に透明な保護粘着フィルムを張り付け、ローラーで加圧粘着す
るもので、電熱装置は有していない。
　　定格：１００Ｖ、２００Ｗ。重量６０㎏。

○ 主な使用者、販売先
製造事業者、流通事業者等

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「ラミネーター」として
取り扱う。

（理由）
　保護粘着フィルムを張り付けた粘着ラベルを、ローラーを用いて加圧することに
よりラミネートする装置なので、特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械
器具の「ラミネーター」として取り扱うのが妥当と判断する。


